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　使用済燃料再処理準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積

　立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第18条の規定による改正

　前の租税特別措置法第57条の３第１項」※１又は「原子力発電における使用済燃料の再

　処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第18条

　の規定による改正前の租税特別措置法第57条の３第７項」※２

②　｢区分番号｣欄：｢00196｣

③　｢適用額｣欄：｢13｣欄の金額

※１　※２に該当するもの以外

※２　適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

別表十二(八)
｢13｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢13｣欄


